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３／２７、署名１０７３０筆を提出【合計１３１５３１筆】 

 ３月２７日に環境省請願交渉と署名提出を行いました。環境省の専門家会議「中間とりまとめ」

（昨年１２月）と「当面の施策の方向性」（今年１月）で、福島県外の放射能健診を拒否し、県内

でも甲状腺以外の健診の拡大を拒否しました。一方２月に福島県が、原発事故以降の子どもの甲状

腺がんの治療費を負担すると公表しました。これら情勢の変化のもとでの交渉となりました。 

（福島みずほ議員事務所に請願のためのご尽力を頂きました。） 

 

        

私たちの要求は、①福島県の内外で放射能健診を実施すること、②福島県の甲状腺がんの患者の

治療費を国が負担すること、③福島の甲状腺検査のデータは受診者本人のものであるとの原則を確

認すること。 交渉はこれらへの回答から始まりました。 

 

 

 

 

 

 

 

以下、質疑・交渉です。（実：実行委員会 環：環境省） 

（実）２つ目の要求から。福島県と相談していくと言うが、具体的には？ 

（環）今は言えない。もう少し待ってください。 

（実）福島県との交渉時に、県は２巡目検査で甲状腺がんが見つかって危機感を持っていると表明

した。医療費は本来なら国費で補償してほしいと繰り返し言っていた。「当面の施策の方向性」

には「県に公付金を出す」と「県と協議する」とあるが。 

（環）要望は頂いている。結論はまだ。協議を続ける。基本的には県がすること。 

（実）福島県は事故時に１８才以下の人の甲状腺の病気を補償対象とした。事実上、原発の影響を

否定できなくなったと受け止めている。県民健康調査の延長として、という問題はあるが。 

（環）「中間とりまとめ」を踏まえると、原発事故の影響は考えられない。それでも１９歳以上で

も医療費がかかる人には、放射線の影響か判らないが支援していこう、という判断。 

（実）今の話だと、判らないけれどとりあえず支援する、と。福島県の要望を受けてということで

すね。すると福島県以外の自治体から放射能健診の要求、特に茨城県、千葉県から多く出てい

るが、１点目の要求だが福島県では認めるが他の所は認めないのはなぜか？ 

（環）福島県が一番事故で被ばくした人が多い。まずは福島県に、可能性は低いがそういう人が多

いので、その点を少し加味して。 

【環境省の回答】①専門家会議「中間とりまとめ」で、近隣県の放射性ヨウ素が福島県より多いこ

とを積極的に示唆するデータは認められない。近隣県においてはがんの罹患率が統計的に有意差

を示す可能性は低い。症状のない子どもを検査することの問題を言う専門家が多かった。一律の

実施は慎重。環境省は近隣県のがん・疾病の罹患率動向を見極める。 

②現時点で放射線の健康影響は考えにくい。従って原発事故による医療費の減免は行わない。福島

県民健康調査の結果で医療が必要な場合にはＨ２７年度予算に計上した。今後福島県と相談する。 

③今後の健康管理に役立つよう検査結果を本人に返却している。 

【環境省】「放射能の影響でない健康被害は環境省の管轄ではない」 

 

放射能健診１００万人署名運動全国実行委員会 

連絡先：小山 070-5653-7886 nobiscum@wb4.so-net.ne.jp 

放射能健診 100 万人署名運動ニュースＮｏ.１９ 

「市町村の甲状腺検査データは検討の対象外」 



近隣県では有識者会議の結論で「原発事故の影響は考えにくい」となった。 

（福島議員秘書・池田さん）被ばくはしたけど健康影響はない、という結論は判らない。子ども達

のがんや手術がこれだけ出ている。 

（環）原発事故による、を抜かすといけない。専門家会議「中間とりまとめ」では原発事故の影響

の可能性は低いと。私たちはいつも放射線に被ばくしている。 

（実）「中間とりまとめ」は６割が国連、ＷＨＯの引用で、いかにチェルノブイリより被ばく量が

少なかったと一所懸命に書いている。一方で、福島で多くの甲状腺がんが見つかり、その８割

の人がすでに手術を受けている、という現実に全く触れていない。 今日は手元に福島県立医

大・鈴木教授の報告書を載せている。術後病理診断で手術５４例のうち５１例は腫瘍が１０ミ

リ以上か、リンパ節転移など転移があった。９割以上が放置してはまずいがんだった。「網羅

的に症状のない子どもを検査して、一杯がんが見つかった、放っておいても一生病気は発現し

ない」と言う検討委員もいるが、現実にこれだけ、すでに動き出しているがんが多い。 

 これらのことが「中間とりまとめ｣「施策の方向性」には言及さえされていない、なぜか？ 

（環）それはあくまで甲状腺がん手術についてのデータ。これが原発事故の影響でがんになったか、

手術が必要になったか、を専門家会議で検討してもらった。 

（実）それは間違っている。放射能の影響かどうかを見る前に、甲状腺がんがこんなに多発してい

ることを認めろ。今まで多発ではないと言ってきた福島県も、もう言わなくなった。放射能の

影響かどうかはさておき、多発の可能性が高いのだから手を打ってもらいたい。福島県はそれ

で医療費として動き出した。その時、茨城や群馬、栃木は大丈夫と言っていて良いのか？汚染

地域の北茨城、高萩、松戸市などが自力で甲状腺検査をやり始めた。なぜ国は支援しないのか？ 

（環）それは難しい。環境省は全般的な甲状腺がんまで引き受けるわけにはいかない。まず原発事

故の影響かどうか調査する。全般的な甲状腺がんは他の省庁に。 

（実）でも福島の場合は、放射能の影響かどうか判らないが、国が基金を出して県民健康調査を支

援している。他の県、市町村にも同じように関わったらどうか、要望も出ているだろう。 

（環）敏感な所はやっているが、県の有識者会議で｢放射線の影響の可能性は低い｣と。それに市町

村の要望はまず県がまとめることになっている。国としては踏み出せない。 

（実）「当面の施策の方向性」に、甲状腺がんの手術が増えている現実を反映する文言が何故ない？ 

（環）その質問を先に受けていれば何か検討できたが、いきなり訊かれても答えられない。 

（実）鈴木さんも｢当面の施策の方向性｣の作業に関わったでしょう。環境省の議論の中で、がん発

見数だけでなく、手術例が増えたことは、問題にされなかったのか？ 

（環）手術例が増えたことも認識して、県立医大に伺って「中間とりまとめ」の結論だと判断して

「施策の方向性」をまとめた。 

（実）福島県は危機感を持って動き出した。環境省も同じ危機感を持たないか？動き出した市町村、 

近隣県の人たちの不安は高まっている。 

（環）「中間とりまとめ」を踏まえると、近隣県にも同じようにしていくとはならない。専門家会

議の結論が施策の判断のベース。 

（実）茨城県牛久市が福島県立医大のように甲状腺検査をやっている。さっき放射能対策室の人に

訊いた。原発事故時に０～１８歳の市民の検査をして今年２月末までに、１０５人中Ｂ判定が



８人。牛久市は年１回３０００円を補助し、２７年度も予算計上。柏市も３０００円補助。こ

うして動いている自治体があるが、この大本を作ったのは国と東電だと思わないか？ 

（実）Ｂ判定が８％もあることは、単に「不安」では済まないと思う。 

（環）情報ありがとうございます。検診やセミナーを通じて住民の方の生の声を集めている。専門

家会議は、チェルノブイリではヨウ素のコントロールができず、牧草からミルクを通じて小さ

い子どもの体に入った。日本では事前にコントロールできて、ヨウ素の線量もより少なかった。

専門家の判断で線量推定からすると甲状腺がんになる可能性は低い、をベースに検討頂きたい。 

（実）住民の生の声とは、どこでどんなふうに集めたのか？ 

（実）私は松戸市から来た。千葉県に「有識者会議」はあるのか？東葛地域は柏、松戸、流山など

汚染調査重点地域。県に任せず東葛９市で復興庁に行ったり、「中間とりまとめ」に意見書も

出しているが、さっきの話で、県の有識者会議が「問題がある」と言わない限りどうしようも

ないのなら、９市長が団結しても何もならないのか？汚染重点地域に指定され、自費で検診も

やってきた市に対して支援するのが当然ではないか？ 

（環）住民の声は住民説明会で、福島県で今年度５００人近く、近隣県でもかなりの人数。私の感

想ですが、中途半端な知識で誤解されているという印象。千葉県に有識者会議があるかと言う

ことだが、各県の有識者会議の結論で「放射線の影響は考えられない」と聞いている。 

（実）千葉県もですか？ 

（環）今日その質問に対する答えは持ち合わせていない。 

私たちは国際機関その中でも公的な機関、国内の専門家会議の判断を公式な材料としている。 

（実）さんざん国際機関、専門家会議と言うが、それらが８７人も甲状腺がん手術を受けた事実を

吹っ飛ばしている。結論に一言も触れられていない。健康被害の責任を回避している。 

（環）がんの人数が多い点の責任回避と言うが、専門家会議では、原発の放射線の影響でそうなっ

たとの判断にはなっていない。 

（実）『ヨウ素被ばく量が少ない』から出発すれば、影響出ないとの結論になるのは当たり前。一

方で放射能の影響を最も受けやすい甲状腺でがんが多発、しかも一生見つからないがんではな

くて、現に手術をした人が８７人。この現実が全く国の機関で議論されていない。なぜ？ 

（環）専門家会議で「過剰診断かどうか？」とも議論されてきた。過剰診断の可能性はある。 

（実）「過剰診断」の言葉を使った委員は、福島県のがん手術は過剰ではない、これを過剰診断と

は言わない、と言っている。すると手術について環境省、専門家会議は一言も議論していない。

福島県はがんの多発を否定できなくなって動き出した。「危機感を持って検討している」と。

環境省に危機感ないのか？ 

（池田）鈴木さんは柏とか牛久市や丸森町の検査結果を初めて聴いたのか？この数字を専門家会議

の方々は把握しているか？ 

（環）私は、市町村の判定結果は存じない。専門家会議のことも材料持っていない。 

（池田）福島、近隣県の子どものこのような判定が出ているが、それでもなお原発事故と健康被害

の関係がないと言うなら、その方々はその責任はどうするつもりか？ 

（環）市町村が検査をやるのはかまわないが、甲状腺検査は専門的で誰でもできるものではない。

各市町村がどうやるか市長の判断だろうが、国はそのデータに責任を持てというのは････。 



（池田）専門家会議の人たちは子ども達の健康被害に責任を持たないと言うことか？ 

（環）国の専門機関でやった時には責任が生まれる。福島県立医大で受診されて診断が出たものは

認めるが、それ以外で診断されたものには環境省はタッチしない。 

（池田）なら今後、健康被害が増えた時、因果関係なしと判断した国の責任は問われますね？ 

（環）健康被害が増えているかどうか判らない、原発事故由来の健康被害、という意味で。 

（実）被害は増えている。８７のがん手術、どう考えても臨床罹患率の１０倍ぐらい多い。 

（環）数が増えてもそれが原発事故の影響の可能性は低いと判断している。福島では健康調査を詳

しく追跡するが、近隣県に診察を広げる事は考えていない。 

（実）県外市町村の甲状腺データも集めないのか？それは「当面の施策の方向性」とも矛盾する。

「当面の施策の方向性」には近隣県の疾病動向を調査すると書いてある。 

（環）甲状腺検査は専門的な知識を要する。決められた機関で受診し診断されたデータで判断する。 

（実）それは各医療機関への冒涜だ。私の近くの児童館では３０分かけて問診、エコー撮影、小児

の場合には内分泌の医師も診る。その場で説明もする。市町村の努力に対して「データは関知

しない、勝手にやるのは構わない」と言うのは。各市から環境省に読影できる専門家の養成も

要望している。それを待っていられずに動き出したのだ。責任ある省の回答ではない。 

（環）専門家の養成は十分承知している。これからようやく始めるところ。 

（実）健康不安の聞き取りに莫大な金を掛けるより、医師を養成とか宝呼ぶとか増やさないと、２

巡目で８人のがん患者、しかもまだ２巡目検査少ない、心配だ。受診しないでいるとひどくな

るのも心配。国の金で検査やってほしい。放射能の因果関係は当たり前、確信している。 

（環）リスコミよりも専門家の養成、耳の痛いご意見ですが伺いました。  

  

 この日環境省は、「甲状腺がんは放射線の影響では 

ない」「放射線の影響でない甲状腺がんは環境省の管 

轄外」｢専門機関のデータ以外は検討しない｣と言って 

開き直りました。しかし甲状腺手術８７例の見解を 

繰り返し問いましたが、「放射線の影響ではない」「過 

剰診断」と言うだけで、がんが多発する現実を否定で 

きませんでした。また市町村の放射能健診の要求を拒 

否する根拠に、「近隣県の有識者会議」とか｢県がまと 

めるもの｣という理屈を持ち出し、土台が実にもろいことを露呈しました。「近隣県の有識者会議」

は、千葉・茨城ではその存在も怪しく、栃木・宮城・群馬では、いずれも事故後１年以内に検討を

終え、内容も線量評価がほとんどで粗末なものです。政府は、近隣自治体が独自に進める甲状腺検

査を強く意識しています。沖縄・辺野古基地と同じく、自治体からの要求と運動が政府の開き直り

を崩す力になることを感じた交渉でした。 

 

 この日提出した署名は１０７３０筆、合計１３万を超えました。しかし署名のペースが落ちてい

ます。署名キャンペーン用のリーフレットを準備中です。再度、署名運動を全国に広げる工夫と、

特に自治体の動きを進めることが重要です。 

 

署名のペースを上げるために新たな工夫で、再度全国に広げましょう 

 


